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65歳以上の
高齢者向け接種
（約1万3,000人）

コールセンター
設置

問い合わせ　市健康推進課　新型コロナワクチン接種推進室
　　　　　　☎22-0179（課代表）　☎22-4567（推進室直通）

新型コロナワクチン接種のお知らせ
　令和４年３月末までに65歳に達する人の接種は、次のスケジュールの
とおり４月から始まります

・ 釡石市には４月12日の週に975回分（487.5人分）のワクチンが供給されます
・ 早ければ４月19日の週から１回目の住民向け接種が始まりますが、はじめは、市内病院の入院患者、高齢者
施設入所者（従事者）から接種を始めるよう検討、関係機関と調整しています

・ その他の65歳以上の人の接種は、５月中旬から始まる予定で、ワクチン接種できる場所、予約開始日、詳しい
予約方法などは決まり次第、広報や市のホームページでお知らせします

※新型コロナワクチンは、１回目の接種から３週間後に２回目の接種をします

病院での入院患者への個別接種（4月中旬～）

高齢者施設での入所者への個別接種（4月中旬～）
接種券
配達

集団接種会場での接種（５月中旬～）

市内医療機関での個別接種（5月中旬～）

接種券郵送
（４/23まで） 予約受付（４月下旬～）

コールセンター設置（４/１相談対応開始、４月下旬集団接種予約受付開始）

ワクチンは、接種を希望する全ての人が接種できるように順次供給されます。安心してお待ちください

65歳以上の人へ接種券などを郵送します
・ 入院や高齢者施設などに入所していない人には、４月23日までに自宅（住民票登録
地）へ接種券などを郵送します

・ ３月20日現在で市内の病院に長期入院している市民、市内の高齢者施設に入所してい
る市民の接種券は郵送せず、市から各病院、高齢者施設へ直接届けます

・ 市外の病院に入院している市民、市外の高齢者施設に入院している人の接種券は自宅へ郵送します
・ 封筒には「シール状の接種券」「予診票２枚（接種２回分）」「ワクチンに関する説明書」「新型コロナ予防接種
のお知らせ」が入っています。届いたら内容を確認し、接種への準備をお願いします

コールセンターを開設します
　市民の皆さんからの、新型コロナワクチン接種に関する相談に対応するため、釡石市新型
コロナワクチン接種コールセンターを４月１日に開設します。

内　　容 ワクチン接種や接種券、予診票に関する一般相談
集団接種の予約・キャンセル（予約はまだできません。予約開始日は改めてお知らせします）

電話番号 019-606-8055（通話料がかかります）
受付日時 月～金曜日（祝日を除く）９時～17時
※ アナフィラキシーなどの副反応や、ワクチンの成分など医学的知見が必要な問い合わせは、県が設置するコール
センターをご案内することがあります

※電話がつながりにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください

ワクチン入荷

接種費用は

無料
（３月24日時点）

「がんばろう釡石！対象店舗で
最大20％戻ってくるキャンペーン」

キャッシュレス決済ポイント還元事業

　市は、新型コロナウイルス感染症の影響で低迷した地域経済の回復
や買い物時の感染リスクの低減、交流人口の拡大を図るため、PayPay
で支払ったユーザーにポイントを還元する事業を実施します。

概 要 対象店舗にてPayPayで決済すると、決済金額の最大
20％のPayPayボーナスを還元します

還元の上限
１回最大4,000円相当、期間中最大２万円相当（PayPay
ボーナス）
※２万円／回、10万円／期間の支払いで最大となります

対 象 店 舗

市内PayPay加盟店のうち、市とPayPayが対象とする
店舗（対象店舗にはキャンペーンを告知するポスター
が掲出される予定です）
※公的医療・介護保険が適用となる医療機関、薬局などは対象外です

実 施 期 間 ４月１日㈭～５月15日㈯23時59分
※PayPay残高、Yahoo！JAPANカード、PayPayあと払いによる決済が対象です
※支払日の翌日から起算して30日後にPayPayボーナスが付与されます

問い合わせ　市商工観光課 商工業支援係　☎27-8421

問い合わせ　市会計課　☎27-8447

納め忘れがない口座振替も利用しましょう！

市のホームページ

　市は、令和３年度分の市税などの納付金（一部を除きます）から、スマート
フォン決済アプリを利用しての納付（スマホ決済）ができるようになりました。

① 市税（市民税・県民税、固定資産税、軽自動車税［種別割］、国民健康保険税）
②後期高齢者医療保険料　③介護保険料　④墓地管理料　⑤土地使用料
⑥道路占用料等　⑦住宅等使用料　⑧ 下水道使用料・漁業集落排水事業使用料
⑨ 下水道事業受益者負担金・漁業集落排水事業分担金　⑩保育料　⑪学校給食費
・納付額が30万円を超えているもの
・金額を訂正したもの
・ 納期限を過ぎたもの（ただし納期限が過ぎても市指定金融機関や市の窓口では納付す
ることができます）
・バーコードの読み取りができないもの

４月から市税などがスマートフォンから納付できるようになりました

利用できるアプリ

納付できる納付金

スマホ決済が
できない納付書

便利なスマホ決済を安心してご利用いただくため次の点にご注意ください

◆ スマホ決済には専用アプリのインストールと利用登録が必要です。(通信料などは利用者負担です)
◆ 領収書は発行されません。軽自動車の継続検査(車検)の予定がある人は、スマホ決済を利用せず、各納付窓口
で納付して領収書を保管してください
◆ 市で納付確認ができるまで２～３週間程度かかります。納付後に早く納税証明書が必要な人は、スマホ決済を
利用せず、市指定金融機関や市の窓口またはコンビニエンスストア(納期限内のみ)で納付し、市税務課または
市生活応援センター(釡石地区は除く)に領収書を提示して申請してください
◆ 重複納付（スマホ決済と他の納付方法）に注意してください

※ LINE Pay請求書支払いの利用は
一時的に停止します。利用可能と
なりましたら、市のホームページ
または広報かまいしなどでお知
らせします

22021.4.1広報かまいし3 2021.4.1 広報かまいし


